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広報せとうち 月号8 令和 2 年

　絆で創る、魅力あふれる豊かな町づくり｜みんなで早寝、早起き、ラジオ体操、朝ごはん！　

まちの人口と世帯｜住民基本台帳 令和 2 年 6 月末
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人口｜合計
8,856 人 (前月比 : － 3)　

人口｜男
4,339 人 (前月比：＋3)

人口｜女
4,517 人（前月比：－ 6）

世帯数｜合計
5,267 世帯 (前月比：－6）

今月の表紙｜瀬戸内ライオンズクラブから鉛筆セットをもらって喜ぶ古仁屋小 1 年１組





　奄美大島をはじめとする離島地域は、本土地域と比べて医療体制が極めて脆弱であり、また高齢者の割合も
多く、一度感染が拡大した場合、医療崩壊に繋がりかねない現状にあります。
　そのような中で、「市民生活」の安全安心を確立させながら、「社会経済活動」の緩やかな回復に取り組むた
めに、島内 5市町村で協議のうえ、別紙のとおり奄美大島における新型コロナウイルス感染症の警戒レベル分
けと、主な行動の目安を策定しましたのでお知らせします。

■レベルの段階：奄美大島における感染者の発生状態により 5段階に分けています。

■行動の目安：段階ごとに、対象に応じた行動の目安を設定しました。

■警戒レベルの周知方法：5市町村のホームページ、公式 SNS（Twitter・Facebook 等）などによる周知を予定。

5 市町村内での相談窓口
名瀬保健所 ☎ 0997-52-5411

奄美大島コロナ警戒レベルの策定

「公共施設等の対応」については、各市町村で異なる場合があります。各市町村へお尋ねください。
奄美市・大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町

公式フェイスブック公式ホームページ
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外
来
植
物
の
防
除
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

～
安
心
し
て
産
み
育
て
る
「
ま
ち
」
を
目
指
し
て
～

奄
美
大
島
・
徳
之
島
・
沖
縄
北
部
及
び
西
表
島
を
世
界
自
然
遺
産
へ
！

へ
き
地
診
療
所
で
「
妊
婦
健
診
」
開
始

ロ
ー
ド
キ
ル
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う

■お問合わせ先　図書館・郷土館  ☎ 0997 － 72 － 3799
　　　　　　　　奄美野生生物保護センター  ☎ 0997 － 55 － 8620

先
月
号
に
引
き
続

き
、
外
来
植
物
に

つ
い
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

島
内
で
最
近
よ
く

見
ら
れ
る
外
来
植

物
に
、「
ア
メ
リ

カ
ハ
マ
グ
ル
マ
」

と
い
う
植
物
が
あ

り
ま
す
。
5
月
～

12
月
に
咲
く
、
黄

色
い
花
び
ら
の
キ

ク
科
の
植
物
で

す
。
こ
の
植
物
は

多
年
生
植
物
で
、

年
間
を
通
じ
て
草

体
繫
殖
し
ま
す
。

１
９
７
０
年
代
に

緑
化
用
と
し
て
沖

縄
諸
島
各
地
に
導

入
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
あ
ま
り

山
間
部
の
道
路
な

ど
で
ア
マ
ミ
ノ
ク

ロ
ウ
サ
ギ
が
交
通

事
故
に
遭
い
、
死

ん
で
し
ま
う
こ
と

を
ロ
ー
ド
キ
ル
と

い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
事
故

を
防
ぎ
、
希
少
種

を
保
護
す
る
た
め

に
、
特
に
夜
間
の

山
道
な
ど
で
ゆ
っ

く
り
と
し
た
速
度

8
月
の
お
知
ら
せ

お問合わせ先に各課
の直通番号を記載し
ています。
役場代表のお問合わ
せ先はこちらです。
■瀬戸内町役場代表
☎７２ー１１１１
※なお、平日の
17 時 15 分以降や
休日は宿直室につな
がります。vol.66

に
も
繁
殖
力
が
強
く

在
来
植
物
の
生
育
に

大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
た
め
、「
緊

急
対
策
外
来
種
」（
各

主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の

役
割
に
お
い
て
、
積

極
的
に
防
除
を
行
う

必
要
が
あ
る
種
）
に

選
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
見
つ
け
た
際
に

は
、
除
草
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

※
本
町
で
も
数
カ
所

確
認
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
在
来
種
で
ハ
マ

グ
ル
マ
（
ネ
コ
ノ
シ

タ
）
と
い
う
似
て
い

る
植
物
も
あ
り
ま

す
。

★
防
除
方
法

・
十
分
に
乾
燥
、
枯

で
の
運
転
を
呼
び

掛
け
て
い
ま
す
。

ゆ
と
り
あ
る
運
転

を
心
掛
け
、
生
き

物
た
ち
を
思
い
や

り
ま
し
ょ
う
。
林

道
で
は
ア
マ
ミ
ノ

ク
ロ
ウ
サ
ギ
が
急

に
飛
び
出
し
て
き

て
も
、
す
ぐ
に
止

ま
れ
る
速
度
で
運

転
を
お
願
い
し
ま

す
。

死
さ
せ
た
上
で
、
燃
や

せ
る
ゴ
ミ
の
袋
へ
入

れ
、
決
め
ら
れ
た
燃
や

せ
る
ゴ
ミ
の
日
に
指
定

の
場
所
へ
出
し
て
く
だ

さ
い
。（
生
き
た
ま
ま

の
運
搬
も
違
法
で
す
）

そ
の
他
の
外
来
植
物
の

情
報
や
、
不
明
な
点
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お

気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

県
立
大
島
病
院
・
名

瀬
徳
洲
会
病
院
・
地

域
医
療
連
携
推
進
法

人
ア
ン
マ
・
鹿
児
島

県
・
鹿
児
島
大
学
医

学
部
な
ど
様
々
な
機

関
の
ご
尽
力
に
よ
っ

て
「
妊
婦
健
診
」
が

始
ま
り
ま
し
た
。

妊
婦
さ
ん
が
安
心
し

て
安
全
に
妊
婦
生
活

を
送
り
、
健
康
な
赤

ち
ゃ
ん
を
産
む
た
め

に
ロ
ー
リ
ス
ク
の
妊

婦
健
診
を
行
う
目
的

で
、
県
立
大
島
病
院

の
産
婦
人
科
医
師
が

妊
婦
健
診
を
行
い
ま

す
。

※
妊
婦
健
診
の
み
対

応
で
分
娩
は
で
き
ま

せ
ん
。

予
約
制
で
県
立
大
島

病
院
・
名
瀬
徳
洲
会

病
院
の
医
師
の
許
可

が
あ
り
「
瀬
戸
内
へ

き
地
診
療
所
」
で
受

診
を
希
望
さ
れ
る
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
母
子
手
帳
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

お
問
合
せ
は
、
へ
き

地
診
療
所
☎
７
２
‐

３
２
１
１
ま
た
は
保
健

福
祉
課
保
健
予
防
係
☎

７
２
‐
１
０
６
８
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
日
時

毎
週
木
曜
日
14
時
～
17

時■
場
所

へ
き
地
診
療
所

■
料
金

妊
婦
健
診
に
か
か
る
料

金
は
無
料
で
す
。

■
申
込
方
法

受
診
す
る
週
の
火
曜
日

ま
で
に
電
話
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

■お問合わせ先　瀬戸内町へき地診療所 ☎ 0997 － 72 － 3211
　　　　　　　　保健福祉課保健予防係 ☎ 0997 － 72 － 1068

≪アメリカハマグルマ≫

※葉の形で見分けることができる。≪アメリカハマグルマ≫

※葉の形で見分けることができる。

↑妊婦健診のスタッフ

アメリカハマグルマ　※葉の形で見分けることができます

①

①

②

②

０
 ○

アマミノクロウサギ事故件数

今月→６月分
年間→１月～

17０
 ○

アマミノクロウサギ事故件数

今月→６月分
年間→１月～

17

運
転
に
は
ゆ
と
り
を
、

生
き
も
の
た
ち
に
は
思
い
や
り
を
。

■お問合わせ先　環境省奄美野生生物保護センター  ☎ 0997 ー 55 ー 8620
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■お問合わせ先　町民生活課児童母子係 ☎ 0997 ー 72 ー 1060

■
児
童
扶
養
手
当

ひ
と
り
親
、
及
び
父

又
は
母
が
身
体
な
ど

に
重
度
の
障
害
が
あ

る
児
童
の
母
又
は

父
、
あ
る
い
は
母
又

は
父
に
か
わ
っ
て
そ

の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方
に
対
し
て
支

給
さ
れ
る
手
当
で

す
。（
た
だ
し
、
公

的
年
金
等
の
受
給
資

格
が
あ
る
方
で
、
年

金
額
が
児
童
扶
養
手

当
額
よ
り
高
い
方
は

該
当
し
ま
せ
ん
。）

※
「
児
童
」
と
は
18

歳
に
達
す
る
日
以

後
、
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
を
い
い
ま

す
。
ま
た
、
心
身
に

お
お
む
ね
中
度
以
上

の
障
害
が
あ
る
場
合

は
、
20
歳
未
満
ま
で

手
当
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

児
童
扶
養
手
当
等
に
つ
い
て

●
手
当
支
給
額
（
令

和
２
年
4
月
～
）

児
童
１
人
の
と
き
：

月
額
４
３
１
６
0

円
（
一
部
支
給
の
と

き
4
３
１
５
０
円
～

１
０
1
８
0
円
）

児
童
2
人
目
：

１
０
1
９
0
円
（
一

部
支
給
の
と
き

１
０
１
８
0
円
～

５
１
０
０
円
）
を
加

算児
童
3
人
目
以

降
：
1
人
に
つ
き

６
１
１
0
円
（
一

部
支
給
の
と
き

６
１
０
0
円
～

３
０
６
０
円
）
を
加

算■
ひ
と
り
親
家
庭
医

療
費
助
成
制
度

ひ
と
り
親
家
庭
の
父

又
は
母
及
び
児
童
と

父
母
の
な
い
児
童
を

対
象
に
医
科
・
歯

科
・
眼
科
・
調
剤
薬

局
等
に
て
支
払
っ
た

保
険
診
療
分
の
医
療

費
を
助
成
す
る
制
度

で
す
。

■
特
別
児
童
扶
養
手

当20
歳
未
満
で
、
身
体

ま
た
は
精
神
に
重
度

又
は
中
度
以
上
の
障

害
を
監
護
し
て
い
る

父
も
し
く
は
母
、
ま

た
は
父
母
の
か
わ
っ

て
そ
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
に
対
し

て
支
給
さ
れ
る
手
当

で
す
。（
た
だ
し
、

児
童
が
、
児
童
福
祉

施
設
等
に
入
所
し
て

い
る
方
は
該
当
し
ま

せ
ん
。）

●
手
当
支
給
額
（
令

和
２
年
4
月
～
）

特
別
児
童
扶
養
手

当
：（
１
級
）
月
額

５
２
５
０
０
円
：

（
２
級
）
月
額

３
４
９
７
０
円

●
請
求
手
続
き

町
役
場
に
て
手
続

き
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
添
付
書

類
と
し
て
「
請
求

者
と
児
童
の
戸

籍
謄
本
」「
世
帯

全
員
の
住
民
票

の
写
し
」「
診
断

書
」
等
が
必
要
で

す
。
な
お
、
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す

の
で
詳
細
に
つ
い

て
は
、
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

■お問合わせ先　県立大島病院経営課  ☎ 0997 ー 52 ー 3611

令
和
２
年
４
月
の
診
療

報
酬
等
改
定
に
よ
り
、

初
診
時
・
再
診
時
の
選

定
療
養
費
が
改
定
さ
れ

ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
県
立
大

島
病
院
で
は
初
診
時
選

定
療
養
費
（
特
定
初
診

料
）
の
変
更
、
及
び
再

診
時
選
定
療
養
費
の
徴

収
が
義
務
付
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
の

で
、
左
記
の
と
お
り
初

診
時
・
再
診
時
選
定
療

養
費
を
設
定
し
ま
し

た
。

ま
た
、
当
院
本
院
の
受

付
時
間
も
変
更
し
ま
し

た
。

■
実
施
日

令
和
２
年
８
月
１
日
か

ら■
本
院
の
受
付
時
間

８
時
30
分
か
ら
10
時
30

分
ま
で

■
初
診
時
選
定
療
養
費

（
特
定
初
診
料
）

※
税
込
み

初
診
時
・
再
診
時
の
選
定
療
養
費
の
改
定
等
に
つ
い
て

【
変
更
後
】

医
科
５
０
０
０
円

歯
科
３
０
０
０
円

【
変
更
前
】

１
５
７
０
円

■
再
診
時
選
定
療
養
費

※
税
込
み

※
当
院
か
ら
他
の
医
療

機
関
に
紹
介
後
、
患
者

さ
ん
の
判
断
で
、
引
き

続
き
当
院
を
受
診
さ
れ

る
場
合
に
徴
収
し
ま

す
。

【
変
更
後
】

医
科
２
５
０
０
円

歯
科 

１
５
０
０
円

【
変
更
前
】

徴
収
な
し

★
な
お
、
次
の
場
合
は

徴
収
の
対
象
外
に
な
り

ま
す
。

①
紹
介
状
を
持
参
す
る

場
合

②
当
院
通
院
中
で
、
新

た
な
診
療
科
を
受
診
す

る
場
合

③
救
急
車
や
ド
ク
タ
ー

ヘ
リ
の
搬
送
に
よ
り
来

院
し
た
場
合
（
搬
送

以
外
で
、
救
命
救
急

セ
ン
タ
ー
を
受
診
さ

れ
た
方
は
対
象
と
な

る
）

④
労
働
災
害
、
公
務

災
害
、
交
通
事
故
及

び
予
防
接
種
の
場
合

⑤
外
来
受
診
後
そ
の

ま
ま
入
院
と
な
っ
た

場
合

⑥
公
費
負
担
医
療
制

度
を
利
用
し
て
い
る

場
合

⑦
そ
の
他
、
医
療
機

関
が
直
接
受
診
す
る

必
要
性
を
認
め
た
場

合
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ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します！

ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内

① 令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方(申請不要)

② 公的年金等※²を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の 
  支給が全額停止される方※³

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童
扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

１．基本給付
  児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※¹

 ※¹ 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
 ※² 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
 ※³ 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、
    過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が
    全額停止されたと推測される方も対象となります
 ※ ②､③に該当される方は申請が必要となります。

２．追加給付
  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
       収入が減少している方への給付

● 給付額

● 給付金の対象となる方

１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円(８月以降に支給)

上記、基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

１世帯５万円(８月以降に支給)
● 給付額

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ

● 給付金の対象となる方 (要申請) 

■以下、①～③のいずれかに該当する方

お問い合わせ先
瀬戸内町役場 町民生活課 児童母子係 
電話：０９９７－７２－１０６０
大島支庁瀬戸内事務所 福祉課 保護第一係 
電話：０９９７－７２－０１８６
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厚生労働省
新型コロナウイルス
接触確認アプリ
COVID-19 Contact Confirming Application

厚生労働省
ウェブサイト

自分をまもり、大切な人をまもり、
地域と社会をまもるために、
接触確認アプリをインストールしましょう。

接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染症の
感染者と接触した可能性について、通知を受け取
ることができる、スマートフォンのアプリです

○本アプリは、利用者ご本人の同意を前提に、
スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥー
ス）を利用して、お互いに分からないようプラ
イバシーを確保して、新型コロナウイルス感染
症の陽性者と接触した可能性について、通知を
受けることができるアプリです。

○利用者は、陽性者と接触した可能性が分かるこ
とで、検査の受診など保健所のサポートを早く
受けることができます。利用者が増えることで、
感染拡大の防止につながることが期待されます。

1メートル以内、15分以上の接触した可能性

・接触に関する記録は、端末の中だけで管理し、外にはでません
・どこで、いつ、誰と接触したのかは、互いにわかりません

※端末の中のみで接触の情報（ランダムな符号）を記録します
※記録は14日経過後に無効となります
※連絡先、位置情報など個人が特定される情報は記録しません
※ブルートゥースをオフにすると情報を記録しません

新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールをおねがいします

＊画面イメージ

新型コロナウイルス感染症対策推進室
情報通信技術(IT)総合戦略室内閣官房

iPhoneの方はこちら Androidの方はこちら 詳しくはこちら

（略称：COCOA）
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✿ ✿ハマオモト
6 月～8 月に咲くヒガンバナ科

の植物です。
図書館の庭に 10 株ほどあり、そ

のうちの半分が芳香のある白色
の花を散形状に咲かせています。

花は夕方に開き始め夜中に全開します。
ヒガンバナの本
✿へんな毒すごい毒/田中 真知：著
✿彼岸花/宇江佐 真理：著

『５２ヘルツのクジラたち』
町田 そのこ/著

自分の人生を家族に搾取され
続けてきた女性・貴瑚と、母親に
虐待され「ムシ」と呼ばれた少年
が出会うとき、新たな魂の物語が
生まれる。

『ざんねんないきもの事典さらに』
今泉 忠明/作

進化の結果、なぜかちょっと残
念な感じになってしまった生き物
たちを、楽しいイラストともに紹介
する人気シリーズの最新刊。

『悪のいきもの図鑑』 竹内 久美子/著
『子育てママ&パパの頼れる絵本 193』 太田 さちか/著
『カインの傲慢』 中山 七里/著
『少年と犬』 馳 星周/著

『恐竜と古代の生き物図鑑』 ジョン・ウッドワード/著
『摂食障害オバケの"ササヤキ"』 雨こんこん/作
『きらきら』 新井 洋行/作
『けんけんぱっ』 にご まりこ/作・絵

★おはなしのじかん
日時 ： ８/1５（土）10:00～10:30
場所 ： 図書館 1 階絵本コーナー

今月のテーマは「星」！
いろいろな星のおはなしを用意しています♪

★セカンドブックのおはなし会
日時 ： ８/1５（土）11:00～11:30
場所 ： 図書館 1 階絵本コーナー

3 歳を迎えるお子さんを対象に、おはなし会を開
催します。＊当日は３歳児検診時にお送りしている引
換券をお持ちください。絵本を 1 冊プレゼントします♪

大型絵本やパネルシアターなどは学習室にあります。
ぜひご覧ください！（団体貸出のみになります。）

一般書の新着 児童書の新着

図書館・郷土館だより

６月の図書館利用状況（開館日数：本館２５日・移動図書館8日）
【貸出冊数】3,309冊（前月比：＋663冊） 【利用者数】737人（前月比：＋183人）

お庭だより

８月の図書館・郷土館予定

お は な し 会 の お し ら せ

問い合わせ先

図書館：72-3799

郷土館：72-1600
vol.0２

月 火 水 木 金 土 日
８／１ ８／２

８／３ ８／４ ８／５ ８／６ ８／７ ８／８ ８／９

８／１０ ８／１１ ８／１２ ８／１３ ８／１４ ８／１５ ８／１６

８／１７ ８／１８ ８／１９ ８／２０ ８／２１ ８／２２ ８／２３

８／２４ ８／２５ ８／２６ ８／２７ ８／２８ ８／２９ ８／３０

８／３１

火曜日～土曜日９：００～１８：００  /  日曜日・祝祭日９：００～１７：００

休館日 加計呂麻

休館日 大  島 新着図書
おはなしの時間
セカンドブック

休館日 加計呂麻

休館日 大  島 新着図書

休館日

図書館２階の「郷土館」に来たことはあります
か？ そこは瀬戸内町の宝箱!! なんと入場無
料、町の歴史・文化・自然の展示がマンディの
資料館です。加計呂麻島で見つかったワニの
はく製、ノロ祭祀の写真や道具、テルなど暮ら
しに関わる昔の道具、「諸鈍シバヤ」や「油井
の豊年踊り」などの伝統芸能、瀬戸内町の懐
かしい昭和の写真などなど。雨の日もゆった
り過ごせます。ぜひ、ウモーレ!!

入
口
は
狭
い
で
す
が
、
中
は
広
々
。

お
気
軽
に
の
ぞ
い
て
く
だ
さ
い
♪

郷土館ウモーレ!!
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海上保安署からのお知らせ
■お問合わせ先　古仁屋海上保安署 ☎ 0997 － 72 － 2999

海での事件・事故
うみ じ け ん じ こ

は

118 番

！！海浜事故が多発！！
～海での事故ゼロを目指して～

５３名

過去５年間における奄美群島の

マリンレジャー中の海浜事故者数
過去５年間における奄美群島のマリンレジャー中の海

浜事故者数は５３名となっており、このうち２９名の方

の尊い命が失われています。

また、海浜事故者の内、約３割は５０歳以上の方が事

故にあっています。マリンレジャーなどの経験が豊富な

方でも自身の体力を把握し健康状態や気象海象などに気

を付け、少しでも危険を感じた場合は、取り止めるなど

の対策をお願いします。

海上での事故を未然に防ぐため、以下の「海での危険

を知ろう！！」を確認のうえ、マリンレジャーなどを楽

しんで下さい！

※マリンレジャー中の海浜事故とは、遊泳中の事故や釣り中の事故
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受付期間 試験期日

 １次：９月２６日

 ２次：１０月３１日・１１月１日

 １次：１１月７日・８日

 ２次：１２月８日～１２日

 １次：１０月２４日 ・ ２５日

 ２次：１２月９日～１１日

 １次：１０月１７日

 ２次：１１月２８日・２９日

防衛医科大学校
看護科学生

１８歳以上２１歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含）

 ７月１日～１０月１日

 ９月２６日 ・ ２７日
１８歳以上２１歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含）で成績優秀かつ
生徒会活動等に顕著な実績を修め、学校長が推薦できる者

 ９月５日～９月１１日

 ７月１日～１０月２２日一　般

総合選抜

１８歳以上２１歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含）

推　薦

 ７月１日～１０月７日

募集種目 資　　格

防衛大学校
学　生

防衛医科大学校
医学科学生

１８歳以上２１歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見込含）

防衛大学校 ・ 防衛医科大学校受験案内

【 お問い合わせ先 】
自衛隊鹿児島地方協力本部 奄美大島駐在員事務所
奄美市名瀬永田町１７－３ 大島支庁内 別館３階
TEL ０９９７－５３－９１０３（ＦＡＸ兼用）

「自衛官応募ナビ」で検索！

３
歳
児
む
し
歯
ゼ
ロ
賞

地
産
地
消
運
動
の
取
組
み
に
つ
い
て

（
朝
市
の
開
催
！
）

瀬
戸
内
町
で
は
令
和
２
年
度
よ

り
、
３
歳
児
健
診
に
お
け
る
歯

科
健
診
に
お
い
て
、
む
し
歯
が

な
か
っ
た
子
供
た
ち
を
ご
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。

■
３
歳
児
む
し
歯
ゼ
ロ
賞

（
6
月
18
日
３
歳
児
健
診
に
て
）

伊い

東と
う　

泉
い
ず
み

く
ん

　
　

加か

那な

愛え

ち
ゃ
ん

内う
ち

尾お　

虎こ

徹て
つ

く
ん

萓か
や

原は
ら　

有あ
り

く
ん

泰た
い

良ら　

朝と
も

晴は

く
ん

田た

中な
か　

大だ
い

成な

く
ん

富と
み

田た　

依い

智ち

香か

ち
ゃ
ん

三み

島し
ま　

つ
く
し
ち
ゃ
ん

森も
り

山や
ま　

そ
ら
ち
ゃ
ん

義よ
し

永な
が　

舷げ
ん

太た

く
ん

乳
歯
の
む
し
歯
予
防
は
５
～
６

歳
で
生
え
変
わ
る
永
久
歯
の
む

し
歯
予
防
に
も
つ
な
が
り
ま

す
。

歯
が
丈
夫
で
あ
る
こ
と
は
、
言

葉
や
身
体
・
脳
の
発
達
に
欠
か

せ
な
い
も
の
で
す
。

大
島
地
域
で
は
、
毎

月
第
3
土
曜
日
を

「
大
島
活
き
活
き
食

の
日
」
と
定
め
、
健

康
で
豊
か
な
食
生
活

の
推
進
や
地
元
食
材

の
利
用
促
進
に
取
り

組
ん
で
お
り
ま
す
。

瀬
戸
内
町
内
で
生
産

さ
れ
た
旬
の
農
林
水

産
物
を
味
わ
い
、
シ

マ
な
ら
で
は
の
豊
か

な
食
材
を
活
用
し
、

家
族
み
ん
な
で
食
卓

を
囲
み
ま
せ
ん
か
？

ま
た
、
地
産
地
消
活

動
の
一
環
と
し
て
、

毎
月
第
3
土
曜
日
の

朝
8
時
30
分
か
ら
海

の
駅
構
内
に
お
き
ま

し
て
「
朝
市
」
を
開

催
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
町
民
の
皆
さ
ま

多
数
の
お
越
し
を
お

待
ち
し
て
ま
す
！

■
日
時

毎
月
第
３
土
曜
日

　■お問合わせ先　 保健福祉課保健予防係 ☎ 0997 － 72 － 1122

　■お問合わせ先　 農林課農政係 ☎ 0997 － 72 － 1174

い
の
り

■
場
所

海
の
駅
構
内

■
運
営
主
体
：
海

の
駅
朝
市
協
議
会

（
代
表　

倉
田
）

※
売
り
切
れ
次
第

終
了
予
定
と
な
り

ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

※
出
店
者
も
募
集

し
て
ま
す
。
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　■お問合わせ先　 農林課農政係 ☎ 0997 － 72 － 1174 農
薬
の
適
正
使
用
に
つ
い
て

農
薬
の
適
正
な
使
用
を
重
点
的

に
推
進
す
る
た
め
、
農
薬
の
使

用
機
会
が
多
い
6
月
～
9
月
を

農
薬
適
正
使
用
推
進
期
間
と
し

て
い
ま
す
。

★
農
業
者
の
方
は
左
記
に
注
意

①
適
期
適
正
な
防
除
の
推
進

②
農
薬
使
用
基
準
の
遵
守

③
農
薬
の
飛
散
防
止

④
散
布
作
業
者
の
安
全
確
保

⑤
周
辺
環
境
へ
の
配
慮

（
ほ
場
周
辺
の
宅
地
や
畜
舎
、

養
蜂
、
魚
介
類
な
ど
に
危
害
を

及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
ま
た
河
川

等
を
汚
染
し
な
い
よ
う
に
十
分

に
注
意
し
て
使
用
す
る
こ
と
）

⑥
農
薬
の
適
正
な
管
理
等

※
農
薬
は
飲
食
品
の
空
容
器
等

へ
移
し
替
え
た
り
せ
ず
、
施
錠

で
き
る
保
管
庫
等
で
厳
重
に
管

理
す
る
こ
と
。
ま
た
、
空
容
器

等
に
つ
い
て
は
、
８
月
と
11
月

の
「
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

回
収
日
」
に
処
理
す
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

■お問合わせ先　鹿児島県庁人権同和対策課☎ 099 － 286 － 2574

■お問合わせ先　社会教育課生涯学習係☎ 0997 － 72 － 2905

■お問合わせ先　農林課営農畜産係☎ 0997 － 72 － 1174
　　　　　　　　ＪＡあまみ大島事業所瀬戸内支所 ☎ 0997 － 72 － 1141

８
月
は
「
人
権
同
和
問
題

啓
発
強
調
月
間
」
で
す

第
36
回
町
民
体
育
大
会
の
開
催

日
程
変
更
に
つ
い
て

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等

回
収
の
お
知
ら
せ

私
た
ち
の
社
会
に

は
、
同
和
問
題
を
は

じ
め
、
女
性
・
子
ど

も
・
高
齢
者
や
障
害

の
あ
る
人
等
へ
の
差

別
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
の
悪
質
な
書

き
込
み
な
ど
様
々
な

人
権
問
題
が
依
然
と

し
て
存
在
し
、
最
近

で
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な

ど
の
性
的
少
数
者
へ

の
偏
見
や
差
別
も
顕

在
化
し
て
き
て
い
ま

す
。

　

一
人
ひ
と
り
が
お

互
い
を
理
解
し
尊
重

し
合
え
る
差
別
や
偏

見
の
な
い
社
会
の
実

現
に
向
け
て
、
皆
さ

ん
も
身
近
な
こ
と
か

ら
人
権
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

か
ご
し
ま
国
体
・
か
ご

し
ま
大
会
開
催
等
の
影

響
に
よ
り
、
10
月
の
第

３
日
曜
日
に
開
催
を
予

定
し
て
お
り
ま
し
た

「
第
36
回
町
民
体
育
大

会
」
の
日
程
が
、
か
ご

し
ま
国
体
の
延
期
及
び

瀬
戸
内
町
役
場
新
規
採

用
試
験
日
等
の
関
係
か

ら
以
下
の
と
お
り
に
変

更
と
な
り
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
開
催
予
定
日

令
和
2
年
10
月
11
日
㈰

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

等
に
よ
り
、
変
更
と
な

る
可
能
性
が
ご
ざ
い
ま

す
。

ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
社
会
教
育
課

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

令
和
２
年
度
（
第
１
回

目
）
の
廃
プ
ラ
回
収
は

下
記
の
と
お
り
で
す
。

※
回
収
日
に
は
印
鑑
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
実
施
場
所

Ｊ
Ａ
あ
ま
み
大
島
事
業

本
部
瀬
戸
内
支
所
（
選

果
場
）

■
回
収
日

令
和
２
年
８
月
６
日
㈭

午
前
９
時
～
午
後
４
時

処
理
料
金
：
50
円
／
㎏

■
回
収
種
類

①
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
（
お

も
に
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス

等
で
使
用
、
透
明
）

②
農
ポ
リ
（
マ
ル
チ
、

ト
ン
ネ
ル
等
で
使
用
ゴ

ミ
袋
の
よ
う
な
素
材
も

あ
る
）

③
そ
の
他
（
肥
料
袋
、

ハ
ウ
ス
バ
ン
ド
、
ビ

ニ
ー
ル
紐
、
ネ
ッ
ト
、

不
織
布
）

※
農
薬
空
ビ
ン
、
空
容

器
等
に
つ
い
て
は
、
確

実
に
水
洗
処
理
し
た
容

器
の
み
回
収
致
し
ま

す
。

「
不
法
投
棄
」
な
ど
の

不
法
な
処
理
を
し
た

者
（
未
遂
含
む
）
は
次

の
罰
則
が
課
せ
ら
れ
ま

す
。

①
野
焼
き
を
し
た
者
：

５
年
以
下
の
懲
役
若
し

く
は
１
０
０
０
万
以
下

の
罰
金
、
又
は
こ
れ
を

併
科

②
不
法
投
棄
を
し
た

者
：
５
年
以
下
の
懲
役

若
し
く
は
１
０
０
０
万

以
下
の
罰
金
、
又
は
こ

れ
を
併
科
（
法
人
に
対

し
て
は
３
億
円
以
下
の

罰
金
）


